
  三木市自主防災組織補助金交付要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、自主防災組織等の育成及び防災活動の円滑な推進を図る

ため、自主防災組織等に対し、防災資機材等の整備に要する経費を補助する

ことについて、必要な事項を定めるものとする。 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定め

るところによる。 

 (1) 自主防災組織等 地域において自主的な防災活動を実施し、地震その

他の災害による被害の防止及び軽減を図ることを目的として結成された自

主防災組織及びその連合体をいう。 

 (2) 防災資機材等 次に掲げるものをいう。 

  ア 防災資機材 初期消防用資機材、救助用資機材等の防災活動において

使用するものであって、別表第１アに掲げるものをいう。 

  イ 備蓄物資 災害に備えて備蓄する食料等であって、別表第１イに掲げ

るものをいう。 

  ウ 保管庫 防災資機材又は備蓄物資を保管するための施設（集会所等に

併設又は集会所等の一部を保管庫として使用する場合を含む。）をいう。 

（補助対象者） 

第３条 この要綱による補助金の交付を受けることのできる者は、自主防災組

織等とする。 

（補助対象経費） 

第４条 この要綱の補助の対象となる経費は、防災資機材等の整備に要する経

費（以下「補助対象経費」という。）とする。 

（補助金の交付基準） 

第５条 自主防災組織等が防災資機材等を整備しようとする場合における補助

金の額は、別表第２に掲げる基準に従い、予算の範囲内で定める。 

２ 前項の規定に関わらず、自主防災組織等がこの要綱による補助金以外の補

助金を補助対象経費に充当しようとする場合は、これを補助金の算定から除

くものとする。 

３ 第１項に規定する補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切

り捨てる。 

（補助金の交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする自主防災組織等（以下「申請者」とい



う。）は、自主防災組織補助金交付申請書(様式第１号)に次に掲げる書類を

添えて、市長に提出しなければならない。 

(1) 規約 

(2) 役員名簿 

(3) 組織図 

(4) 活動計画書又は備蓄計画書 

(5) 補助を受けようとする防災資機材等の見積書 

(6) その他市長が必要と認める書類 

２ 申請者は、前項の規定による申請をしようとするときは、あらかじめ市長

と協議しなければならない。 

（補助金の交付決定） 

第７条 市長は、前条第１項の規定による申請があった場合において、その内

容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、自主防災組織補

助金交付決定通知書（様式第２号）により当該申請者に通知するものとする。 

２ 市長は、前項の規定による交付決定に当たり、必要な条件を付することが

できる。 

（実績報告） 

第８条 前条第１項の規定による交付決定を受けた者（以下「補助事業者」と

いう。）は、補助金の対象となる事業（以下「補助事業」という。）の終了

後、速やかに自主防災組織補助事業実績報告書（様式第３号）に次に掲げる

書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

(1) 防災資機材等の領収書 

(2) 防災資機材等の保管場所の位置図 

 (3) その他市長が必要と認める書類 

 （補助金額の確定） 

第９条 市長は、前条の規定による実績報告の提出があった場合において、そ

の内容を審査し、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合する

と認めたときは、補助金の額を確定し、自主防災組織補助金額確定通知書（様

式第４号）により、当該補助事業者に通知する。 

（補助金の請求等） 

第１０条 補助事業者は、補助金を請求しようとするときは、自主防災組織補

助金請求書（様式第５号）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による請求を受けた場合において、その内容を審査し、

適当と認めたときは、速やかに補助事業者に対し、補助金を交付するものと

する。 



（交付決定の取消等） 

第１１条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたとき

は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

 (1) この要綱の規定に違反したとき。 

 (2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

 (3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、

当該取り消した部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、その返

還を命ずるものとする。 

 （防災資機材等の管理責任） 

第１２条 補助事業者は、補助事業終了後においても、整備した防災資機材等

は責任をもって管理しなければならない。 

２ 補助事業者は、整備した防災資機材等をみだりに処分し、又は他に譲渡し

てはならない。 

 （防災訓練等への協力） 

第１３条 補助事業者は、自ら防災訓練を実施するとともに、市の主催する防

災訓練、防災講習会等に参加するよう努めるものとする。 

（補則） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、補助金交付の手続等については、三

木市各種事業等補助金交付手続規程（昭和４３年三木市訓令第９号）の定め

るところによる。 

 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表第１（第２条関係） 

 ア 防災資機材 

区分 品目 

初期消火用資機材 大型・小型消火器、消火器格納庫、バケツ、土のう、

その他初期消火活動に必要な資機材 

救助用資機材 携帯用無線通信機（トランシーバー）、ハンドマイク、

発電機、投光機、ジャッキ、担架、梯子、バール、の

こぎり、スコップ、なた、ハンマー、強力ライト（懐

中電灯）、救命ロープ、その他救助活動に必要な資機

材 

救護用資機材 標旗・腕章、防水シート（ビニールシート）、簡易ベ

ッド、簡易トイレ、リヤカー、救急医療セット、毛布、

その他救護活動に必要な資機材 

給食給水用資機材 釜、カセットコンロ、ポリ容器、その他給食給水活動

に必要な資機材 

その他の資機材 テント・天幕、ヘルメット、その他市長が特に必要と

認める資機材 

 イ 備蓄物資 

食料 アルファ化米、クッキー、ビスケット等（賞味期限が

５年以上のものに限る。） 

飲料水 ペットボトル又はアルミ缶の容器に入った飲料水（賞

味期限が５年以上のものに限る。） 

日用品 歯ブラシ、紙おむつ、生理用品等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表第２（第５条関係） 

 補助対象者 補助対象経費 補助金額等 

新 規 整 備

に 係 る 補

助基準 

過去にこの要綱

による補助を受

けていない自主

防災組織等 

防災資機材、備蓄物

資及び保管庫の整

備に要する経費 

３０万円以上２００

万円以下で左記の経

費に相当する額 

防 災 資 機

材 及 び 備

蓄 物 資 の

整 備 （ 新

規、更新及

び補充）に

係 る 補 助

基準 

自主防災組織 防災資機材及び備

蓄物資の整備に要

する経費 

左記の経費の２／３

以下（上限１０万円） 

自主防災組織の

連合体 

左記の経費の２／３

以下（上限２０万円） 

保 管 庫 の

整 備 （ 更

新）に係る

補助基準 

自主防災組織 保管庫の整備（集会

所等に併設又は集

会所等の一部を保

管庫として使用す

る場合にあっては、

当該保管庫として

使用する部分の整

備）に要する経費 

左記の経費の２／３

以下（上限５０万円） 

自主防災組織の

連合体 

左記の経費の２／３

以下（上限１００万

円） 

 


